
金城大学生との議会報告で寄せられた意見について（令和４年９月分）  

（テーマ） 

・若者（自分達）がまちづくり（政治）に興味を持つためには 

・どうなれば（どうすれば）若者（自分達）は投票（選挙）に行くか 

 

No 議会報告会での大学生からの主な意見 常任委員会での協議内容 

1 
インターネット（スマホ）で投票できたらよ

い。 

オンライン投票につきましては、なり

すまし投票への対策、二重投票の防止策、

情報管理の徹底、信頼性の確保のための

改ざん防止策、システムトラブル時の対

応、パソコンやスマホの扱いに不慣れな

方たちへのフォローといった大きな課題

が幾つもあります。これらが全てクリア

され実現されれば、有権者の利便性のみ

ならず、執行側としても大変事務の効率

化等につながると思いますが、実際の問

題としては、まだまだ先のことではない

かと思います。 

2 特典をつけたらいいのでは。 

投票することに対して直接的なメリッ

トを求めるということ、物的なメリット

を提供する見返りに投票に行ってくださ

いということは、投票の本来の趣旨とは

異なるものと考えています。特典をつけ

るということは現在のところ考えており

ません。投票済証明書の発行、選挙割は本

市では行なっておりませんが、投票率の

向上という一つの取組ではあるというこ

とで、今後とも調査研究は行なっていこ

うとは思っております。 

3 ＳＮＳを活用したらいいのでは。 

啓発面ではＳＮＳを利用した選挙活動

が認められており、ＬＩＮＥやフェイス

ブックでも選挙啓発を行っています。 

また候補者側の選挙運動としては、選

挙当日は更新できませんが、告示日から

選挙期日の前日まではＳＮＳを活用した

選挙運動は可能です。 



4 不在者投票をもっと簡単にできればよい。 

期日前投票は入場券の裏面の宣誓書を

記載していただかなければなりません

が、それ以外は当日と変わりなく投票で

きるので、難しいことはないと思います。

不在者投票は確かに事務が煩雑ですが、

マイナンバーカードをお持ちの方につき

ましては、少し手続きが簡単になります。 

5 
小学校・中学・高校から政治教育を行って政治

について知る機会をつくってほしい。 

小学校６年生の社会科、中学校の公民

で政治教育を行っています。また、日頃か

ら政治や経済について興味や関心を持つ

機会を増やすよう、デジタル新聞を各小

学校が閲覧できるよう今年度全校に導入

いたしました。 

6 主権者教育を充実させてはどうか。 

主権者教育において重要な役割を担う

社会科では、これまでにも公共施設の整

備、財政や税、社会保障や雇用、金融など

について、小学校６年生より中学校３年

生まで、国の政治の仕組みについて学習

を重ねています。また、市としても中学生

による子ども会議を開催し、主権者教育

の充実を図っているところです。 

 



 

常任委員会での協議内容（美川支所区長会連絡会 令和４年９月分） 

No 議会報告会での市民からの主な意見 議会報告会での担当班の回答 常任委員会での協議内容 

1 

 水害の避難所を開設したのはいいが、連絡体

制がはっきりしておらず、派遣される市職員も

何をしていいか分かっていない。また、危機管

理課職員に防災士の資格を取得してもらうこ

とや、短期間で代わるのではなく、長期間経験

を積んだ方が必要では。 

市職員が何をしていいか分からないという

のは問題なので、今後、議会のほうでも検証

していかなければならないと考えている。ま

ちづくり協議会で自主防災組織をつくるお願

いもしているので、市との連絡体制をもって

災害が起きたときにどう対応するか事前に準

備ができているといいと思う。危機管理課職

員は警報が出たらずっと対応することにな

る。大事な部署なので、増員もしていかない

といけないと感じている。 

災害発生後の８月末に避難所の開設に携わ

る地区支部職員を対象とした座学訓練を実施

しましたが、連絡体制も含めて、さらなる周知

を図りたいと考えています。なお、マニュアル

では避難所が開設された際、市職員や施設管理

者のみならず、地元の町内会や自主防災組織、

防災士の方々と協力して避難所の運営に当た

るとなっていることから、避難所運営マニュア

ルを各町内会長にもお配りし、災害時の対応、

避難所に対する理解を事前に深めていただけ

るよう取り組みたいと考えています。 

危機管理課職員９名のうち１人は令和２年

度に既に防災士の資格を取得しており、もう１

人につきましても先週末に資格取得のための

講座を受講しています。 

異動に当たっては、専門的知識をもって、経

験のある職員がその部署で中心的な役割を担

うことも大切でありますので、バランスを取り

ながら適材適所を念頭に努めていきたいと思

っています。 



 

 

2 

 土のうをお願いしたが、ないということだっ

た。土のうを町会で用意した場合の補助はある

のか。 

行政は建設業協会等と協力して準備しない

といけないし、個数についても検証しないと

いけない。土のうの準備を町会でする場合

は、土のう袋は無料で配るべきだが、土を詰

めて管理をするということは町会にお願いす

ることになると思う。 

本市では町内会や自主防災組織を対象とし

た消防施設設置補助事業を実施していまして、

消防や防災の用に供する施設・資機材の購入、

設置に要する経費について補助を行っていま

す。土のうにつきましても補助の対象となりま

して、完成品、袋のみ、袋と砂をセットで購入

していただいても、その対象となります。なお、

補助金の額につきましては、補助対象経費の２

分の１以内で、限度額は１組織１年度当たり 25

万円となっています。 

3 

 鹿島町では企業と防災協定を結んでおり、

毎年防災訓練を行っている。蝶屋小学校が避

難場所になっているが、状況によっては避難

場所に行けなくなることも考えられるので今

後の課題になっている。 

場合によっては、水平避難をあきらめて垂

直避難などで対応するしかない。 

 災害発生時には必ず避難所に行かなければ

ならないわけではありません。自宅で安全が確

保できる場合は２階への垂直避難を、また近く

の親戚や知り合いの家など、避難所以外の安全

な場所へ避難することも有効です。コロナ禍に

おきまして、避難所が密になることによる感染

症拡大の二次被害を防ぐためにも、状況に応じ

た分散避難は大切であると考えています。避難

所のあり方、避難の方法や考え方、有事の際に

市民の皆様が取るべき方法につきまして、今後

さらなる周知を図ってまいりたいと考えてい

ます。 



 

 

4 

アプリコットパークは都市公園になったが、東

屋もなく以前と何も変わっていない。 

東屋がないということは要望していっても

らえばよい。 

アプリコットパークの件につきまして御報

告いたします。アプリコットパークにつきまし

ては、令和２年３月 31 日に市民公園から都市

公園に変更している公園になります。この公園

については、美川支所総務課で管理を行なって

おり、東屋等の休憩施設の設置は現在、協議調

整を行っています。 

5 

以前は転入時に町内会長に名簿が届いたが、今

は本人の同意がないと町内会に連絡がこない。

民生委員の安否確認にも支障があるので、円滑

にできる方法がないか。 

町内会と行政との連携についても、柔軟に

できないかと思う。 

本市に転入された方については、市民課の窓

口において、対象となる町内会から連絡するこ

とに同意を頂けた方に限り、情報を各町内会長

へお知らせすることにしております。個人情報

保護法によりまして、あくまで同意を頂いた方

のみを連絡するということなので、転入者全て

を提供しているわけではありません。市では毎

年秋に高齢者世帯等の実態調査を実施し、転入

者を含めて民生委員による実態把握訪問を行

っています。そうしたことから、転入者に関し

てタイムラグはありますが、１年に１回は確実

に民生委員がその把握に努めているという状

況です。 



 

 

6 

 道路（西米光地内）の緑樹帯の剪定基準はど

うなっているのか。 

予算をつけてあるので、場所を指定しても

らえば対応してもらえると思う。 

美川地区西米光地内の緑樹帯の剪定基準に

ついての御意見ですが、路線については、ＪＡ

白山蝶屋支店付近の西米光交差点から、美川消

防署付近の美川インター東交差点までの市道

美川松本線の植樹帯です。この路線の剪定基準

については特に設けておりませんが、剪定につ

いては８月９日に美川地域の建設業団体及び

市職員によるボランティア活動の一環で低木

の剪定を行いました。また市においても必要に

応じて剪定作業を実施しています。 

7 

 美川３地区では、避難指示が出ていないのに

緊急安全確保になり何をしていいか分からな

い。以前は防災行政無線でどの地区が浸水して

いる等が分かったが、最近のシステムになって

から分からない。美川にも川がたくさんあるの

で、地区の細かい災害状況について支所から情

報が出ないか。 

市のハザードマップで浸水想定区域は分か

っているので、ハザードマップを基に市から

情報を出すことは大事なことだ。 

当日は、本庁職員、美川支所職員も通常業務

にも対応しながら、美川管内の被害箇所の確認

や避難所開設などの対応も行なっていました。

支所の職員数も限られており、市民の皆様に対

し詳細な情報の提供が困難な状況ではありま

したけれども、この御意見に対しましては今後

の課題として受け止め、支所等とも協議したい

と考えております。 

8 

 ８月４日の水害で町内（湊町３区）に借家で

１軒床上浸水したところがあり、住めない状況

になっている。市はどういった対応をしてくれ

るのか。 

国から助成関係の話がくると思われるが、

現状は土木課等が情報収集に当たっており、

手一杯の状態だ。 

住宅の応急修理にかかる費用に対する支援

については、災害救助法の適用により、罹災証

明申請後の判定が半壊以上もしくは準半壊以

上となった場合に、その費用の一部について支

援が受けられることになります。 



 

9 

ハザードマップの関係で、冠水したところ

の一部は排水が効かないなど、維持管理が不

十分だった。蝶屋地区でも排水が追い付か

ず、床下浸水があった。湊地区は従来からお

願いしており、ようやく予算がついたところ

であり、早急な取組をお願いしたい。 

 洪水ハザードマップの更新についてですが、

現在、県管理の平瀬川や堂尻川をはじめとする

中小河川の浸水想定区域図の作成に着手して

います。今後については、さらに詳細な浸水想

定区域の公表が可能となりますので、これらの

情報にも注視いただきたいと考えております。

湊地区の西川、熊田川改修事業につきまして

は、現在、国が樋門整備に着手しており、県で

は西川の拡幅整備を同時に進めています。市と

しましても、引き続き国、県に対し事業のさら

なる進捗を要望していきたいと考えています。 

10 

 湊小学校で校務士をしている。湊小学校体育

館は避難場所になっているが、避難所の環境が

劣悪だ。空調がなく、窓を開けて送風機を使用

している。20人程度避難していたが、大変だっ

たと思う。避難所に指定された体育館に過ごし

やすい環境を確保してほしい。 

 大きな体育施設から順次整備していくこと

になる。 

現在、市が締結している災害協定の中に避難

所で活用できる冷暖房機器を提供いただく物

資供給の協定があります。そこで緊急時には、

協定に基づき支援を要請したいというふうな

考え方をしておりますので、今後は避難所を開

設し、寒さ暑さをしのぐためには、こういう災

害協定先の業者から冷暖房機器を導入してい

ただくという形になるのではないかと考えて

おります。 

11 

 床下浸水があり、補助金があれば直せるが、

何とかならないか。 

台風等でビニールハウスが飛んだというこ

とについては、補償が出るが、水害の場合の

補償はこれからの課題だ。 

災害救助法の適用による住宅への支援につ

いては、床上か床下かというものではなく、住

宅の損壊程度により判断がなされます。まずは

罹災証明を申請していただき、調査の上、半壊

以上もしくは準半壊以上となった場合には適

切に対応していきたいと考えています。 

 



 

12 

 町の高齢化が進んでおり、一人暮らしが多く

買い物が不便だ。めぐーるで移動するのも一日

がかりだ。今後は路線の拡大はあるのか。 

 ・交通弱者の足の確保は大事だという考え

は持っており、今年から土曜日の運行もスタ

ートさせている。路線を増やすということに

ついては、現実的には予算や運転手の確保が

難しく、長年の懸案事項だ。 

 ・本市は面積が広く、めぐーるの対応も厳

しい。議会でも町内ごとに小さなバスを準備

して必要なときに少人数で使うという案も出

している。 

 美川地域のめぐーるにつきましては、美川地

域から松任地域への移動をメインに、蓮池・鹿

島方面、井関・蝶屋小学校方面、蝶屋・末正方

面、それぞれ経由いたします３路線で運行いた

しています。美川地域はめぐーる以外にもＪＲ

北陸本線も御利用いただけますので、交通の便

はよいほうだと思っています。今後、利用状況

の変化に応じルートダイヤを見直しながら継

続的に運行することといたしております。 

13 

 高齢者が増えており（美川北町東）、福祉協

力員、民生委員児童委員、地域包括支援センタ

ー、町会の４つにそれぞれ相談することがあ

る。連携の仕方をよく分かっていないが、端的

に相談できるような方法があるのか。 

・民生委員児童委員と地域包括支援センタ

ーとの連携は大切だ。福祉協力員、民生委員

児童委員が対等な立場で連携を取っている地

域もある。どこかに言えばすぐつながるよう

な連携は大切だ。そこをモデルにしていただ

き、美川地域でもそういった取組をされたら

よいと思う。 

・民生委員児童委員協議会でいろいろな研

修を行っており、こうした具体的な課題につ

いても耳に入っていると思う。個人レベルで

はなく、市のシステムとして対応を取るべき

だと考える。 

 

高齢者の総合的な相談窓口として市内を７

つの圏域に分けて、それぞれに地域包括支援セ

ンターを設置しています。高齢者の問題につい

ては、まずは地域包括支援センターへ御相談し

ていただき、ケースによっては地元の町内会、

担当の民生委員や福祉協力員につなぐことに

なると考えています。場合によっては、民生委

員や福祉協力員から地域包括支援センターへ

つなぐということも想定され、今後の対応につ

いて協議が必要となった場合には、行政、地域

包括支援センター、町内会、民生委員、福祉協

力員等で地域ケア会議を開催し、情報の共有や

対応方針の確認を行っています。 



 

14 

 町内の各班長が福祉協力員を担っている。人

材不足で民生委員児童委員の負担も増えてい

る。班長を主体とした連携を取ればスムーズに

いくのではないか。 

なり手が見つからないというそれぞれの地

域の御苦労をお聞きしている。高齢化に対応

した仕組みづくりは待ったなしの状況だ。議

会としても大きな課題として捉えており、今

回の御意見を生かしていきたい。 

 福祉協力員は各町内会から御推薦をいただ

き、市長と市社会福祉協議会長から委嘱してい

ます。福祉協力員の選出方法については、各町

内会の事情により異なると思いますが、各班長

が福祉協力員となることでスムーズに連携さ

れているという事例も聞いています。こうした

事例は把握していますが、民生委員がたくさん

いるために福祉協力員は選ばないという地域

もあります。市としては、いろいろな事情があ

る中でも、福祉協力員と民生委員がそれぞれい

ることによって、福祉に理解のある方が増える

ことで、地域福祉がますます広がりを持ってい

くと考えており、継続して福祉協力員の選出に

ついてもお願いしていく考え方です。 

15① 

 地域コミュニティが蝶屋、湊、美川で発足し

ているが、認知度は高くない。美川地区は安全

安心部、健康福祉部、生涯学習部、みかわ賑わ

い部があるが、個人情報保護法によって、家族

構成といった名簿の整理が課題。名簿の整備が

進めば、３校下のまちづくり組織が一体化し

て、大きくまとまった行事ができるのでは。 

横のつながりや市民レベルでの連携につい

て、美川地域では先進的に進めていただいて

いる。そういったことを広めていく必要があ

ると考えている。 

蝶屋地区においては、任意ですが独自に家族

名簿を作成されている町内会があり、今後蝶屋

地区全域において作成することを検討してい

ると聞いています。これから協働のまちづくり

に取り組む地域コミュニティ組織において、町

内会長や民生委員、関係機関が連携・協力し、

安全安心で住みよい街を実現していく活動を

進めていただきたいと考えています。 

15② 

蝶屋地区では、町会全員を対象に任意提出

で家族名簿を作成した。民生委員児童委員が

もっているが、その情報は出せないとのこと

だ。災害時の救助において必要なので、蝶屋

地区においても家族名簿の取扱いについて検

討中だ。 



 

 

16 

美川校下は少子高齢化が進んでおり、空き

家も増えている。昔の区画整理のため、土地

が狭く、若い人は郊外へ行ってしまう。若い

人が住めるような助成金があるとよい。 

区画整理については、美川地区は少ない

が、鶴来地域の部入道で約５００世帯の区画

整理事業が始まった。造成さえすれば、美川

地区でも売れ行きは良いと聞いている。農地

を守るという観点から市街化転用が難しく、

マスタープランの変更は１０年後であり、ま

た新たなまちづくりの提案をしていただけれ

ばよい。住宅を建てる際の助成金があるので

利用してほしい。 

45 歳未満で新築住宅の建築又は購入を対象

とした若年層定住促進奨励金や、アパート等に

住んでいる新婚夫婦を対象とした新婚夫婦賃

貸住宅家賃助成金という制度があります。ま

た、中古住宅を購入する場合を対象とした、中

古住宅購入事業補助金があります。そのほかに

空き家を登録し紹介する制度として、空き家バ

ンク制度があります。助成金などの詳細につき

ましては、定住支援課に相談していただきたい

と思います。 

17 

美川の街中の道路はひび割れだらけになっ

ており、何とかしていただける計画はあるの

か。 

ひび割れ等の道路補修については、町会長

から土木課へ要望書を出していただきたい。 

美川地域の道路のひび割れ補修の改修計画

についての御意見ですが、市では職員による道

路パトロールを実施し、道路損傷箇所の把握に

努めておりますが、町内会より具体的な破損・

損傷箇所の要望を頂ければ、現地を確認し、市

内全域において道路面の損傷が激しく危険な

箇所より計画的に、舗装の修繕・改修事業を実

施しております。 


